
備　　考

契約利用申出書受領
電子契約利用申出書提
出

事後審査

契約書案の送付 契約書案の受領

契約関係書類の作成

・建設リサイクル
・契約保証の写し

（原本は後日検査管財
課に提出）

契約書のアップロード
担当者が契約書の

確認・承認

契約書の確認・承認
契約締結権限者が

契約書の確認・承認

契約書を
ダウンロードして保管

契約書を
ダウンロードして保管

開　　　　札

電子契約事務フロー

・電子契約を希望す
る事業者は、かすみ
がうら市検査管財課
に電子契約利用申出
書を提出すること。

かすみがうら市 事業者

契約関係書類の受領

　電子契約システム（クラウドサイン）

契約締結（タイムスタンプ）

・契約の際の電子
メールは、電子契約
システムから送付さ
れます。

※１：契約保証金の納付の場合は、検査管財課での手続きが必要。
 　　金融機関の保証の場合は、検査管財課に原本の提出が必要。

電子メール

電子メール

電子メール

電子メール

電子メール

電子メール


